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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】要支援者を目的とする場所まで乗せて移動させ
ることができ、移動が間に合わない場合であっても、要
支援者の水害からの当面の安全を確保して、救援を待つ
状態にすることが可能な避難用ボートを提供する。
【解決手段】舷側を形成するアウターチューブ２と、底
部を形成する底布４と底布の上部に固定されたフロアマ
ット３で形成されたゴム引布製の避難用ボート１であっ
て、フロアマットは人間一人を横たえて乗せることが可
能な略長方形のマットであり、アウターチューブは底布
の外縁部に一体的に形成された断面が円形状のチューブ
であり、アウターチューブの船首部分及び船尾部分の外
周面に、それぞれ左右に取っ手５を設けた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　舷側を形成するアウターチューブと、底部を形成する底布と底布の上部に固定されたフ
ロアマットで形成されたゴム引布製の避難用ボートであって、フロアマットは人間一人を
横たえて乗せることが可能な略長方形のマットであり、アウターチューブは底布の外縁部
に一体的に形成された断面が円形状のチューブであり、アウターチューブの船首部分及び
船尾部分の外周面に、それぞれ左右に取っ手を設けることにより、避難用ボートを担架と
して使用可能にしたことを特徴とする、避難用ボート。
【請求項２】
　アウターチューブの両長手方向の外周面に、長手方向に沿って複数のリングを取り付け
、ロープを架け渡せるようにした、請求項１に記載の避難用ボート。
【請求項３】
　アウターチューブの外周面に、フロアマットに乗せた人間を転落から防止するために左
右から締付けるシートベルトを取り付けたことを特徴とする請求項１に記載の避難用ボー
ト。
【請求項４】
　アウターチューブの船尾側に取り付けたリングにベルトを挿通することにより底部に台
車を固定し、船首部分に取り付けた取っ手にロープ又はバンドを掛けてけん引することに
より、要支援者を乗せた状態で、支援者一人で移動させることが可能な請求項２に記載の
避難用ボート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、津波や洪水などの水害時に、要介護者等の避難や救援のために使用する避難
用ボートに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　平成２３年３月１１日発生の東日本大震災では、津波のために多くの人が犠牲となった
。その反省に立ち、大津波に襲われる虞のある地域では、防潮堤や避難塔の建設、避難ビ
ルの指定等の対策が進められている。しかしながら、対策が進んでいないのが、要介護高
齢者や障碍者など、自力での避難が困難な人々（以下、「要支援者」という）への対策で
ある。
【０００３】
　行政的には、主に在宅の要支援者を対象として、市区町村は該当者の名簿を取りそろえ
、援助に向かう支援者をその名簿にリストアップすることが義務付けられている。しかし
ながら、名簿を作成し、支援者を決めたとしても、個別具体的な避難方法の提示がなく、
支援者毎に策定されるべき個別の避難計画や定期的な避難訓練の実施についても義務化さ
れていないこともあって、十分に実施されているとは言い難い。
【０００４】
　特に、寝たきり状態の要支援者の場合、避難させるためには自動車が便利であるが、災
害時には自動車による避難はかえって危険な場合がある。また、寝たきり状態であると体
が硬くなってしまい、車いすに乗せるのも困難な場合が多い。例え、一人の要支援者に対
して２～３人の支援者が救助に対応できたとしても、近隣に高台や避難ビルがない場合に
、津波が押し寄せるまでの短時間に要支援者を安全なところに運べるか否かが最大の課題
となる。
【０００５】
　一方、施設等に入所している要介護者については、施設は自らの責任において入所者の
安全を保全するという建前から、自ら避難対策を立てなければならないのが現状である。
しかしながら、例えば特別養護老人ホームの場合、１００人の要介護者（ほとんどが介護
度５～４の重度の要介護者である）の常勤換算で３０％前後の職員が配置基準であり、夜
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間になると数名の当直がいるのみである。そうなると、避難場所がごく近隣にあるか、津
波到達までの時間的余裕がある場合を除いて、要介護者全員を限られた職員により避難さ
せることは不可能に近い。
【０００６】
　東日本大震災の津波では、要支援者を助けるべく多くの施設職員や消防団の人々が亡く
なったという反省に立ち、要支援者を救援するとともに、支援者にも被害が及ばないよう
にすることが求められる。
【０００７】
　本願の発明者は、特許文献１において、水害発生時に少ない人手でかつスムーズに要介
護者を避難させることを可能とする水害時避難用ボートを開示している。この水害時避難
用ボートは、膨張及び収縮可能な気胴部と、船底部と、ボート本体に着脱可能に取り付け
られる骨部材を備えており、その骨部材は気胴部が少なくとも収縮した状態でボートの長
手方向に沿って取り付け可能であることを特徴としている。
【０００８】
　特許文献１に開示されたボートでは、骨部材を長手方向に沿って取り付けることによっ
て、少ない人手で、かつスムーズに要介護者をボート上に乗せることが可能となり、また
要介護者をボートに乗せ要護者が骨部材を把持して担架のように移動させることが可能に
なる。一方、このボートでは長手方向に骨部材を取り付けるので、平らな床や地面上での
移動を行う場合は優れた効果を発揮するが、要介護者を乗せて階段の昇降（特に踊り場や
らせん階段の移動）を行う場合や、狭くカーブがある通路を移動しなければならない場合
に、骨部材があることによってかえってフレキシブルな動作が出来なくなり、移動に不都
合が生じる可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】特開２０１５－０１３５８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本願発明の目的は、水害発生時に、要支援者を救援するとともに、支援者にも被害が及
ばないようにしなければならない、という観点から、要支援者を目的とする場所まで乗せ
て移動させることができ、移動が間に合わない場合であっても、要支援者の水害からの当
面の安全を確保して、救援を待つ状態にすることが可能な避難用ボートを提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明による避難用ボートは、舷側を形成するアウターチューブと、底部を形成する底
布と底布の上部に固定されたフロアマットで形成されたゴム引布製の避難用ボートであっ
て、フロアマットは人間一人を横たえて乗せることが可能な略長方形のマットであり、ア
ウターチューブは底布の外縁部に一体的に形成された断面が円形状のチューブであり、ア
ウターチューブの船首部分及び船尾部分の外周面に、それぞれ左右に取っ手を設けること
により、避難用ボートを担架として使用可能にしたことを特徴とする。
【００１２】
　上記の避難用ボートは、さらに、アウターチューブの両長手方向の外周面に、長手方向
に沿って複数のリングを取り付け、ロープを架け渡せるようにすることができる。これに
より、避難用ボートが浮遊している場合に、周囲の水中にいる人間がこのロープに捉まる
ことが出来、周囲の人間の救援にも役立つことができる。
【００１３】
　また、上記避難用ボートのアウターチューブの外周面に、フロアマットに乗せた人間を
転落から防止するために左右から締付けるシートベルトを取り付けることができる。
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【００１４】
　さらに、上記に汎用ボートのアウターチューブの船尾側に取り付けたリングにベルトを
挿通することにより底部に台車を固定し、船首部分に取り付けた取っ手にロープ又はバン
ドを掛けてけん引することにより、要支援者を乗せた状態で、支援者一人で移動させるこ
とができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本願発明による避難用ボートは、要支援者を目的とする場所まで乗せて移動させる担架
として使用することができる。水害に襲われた場合でも、避難用ボートの乗せられた要支
援者は水面下や水上のがれきから身体・頭部を保護することが出来、濡れないので冬季の
災害でも低体温症の被害を防ぎやすい。避難用ボートに乗せた要支援者の当面の安全を確
保して救援を待つ状態にすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】避難用ボート１を、空気を抜いた状態で示す概観図である。
【図２】避難用ボート１全体に空気を注入した状態で示す概観図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、図面を参照しながら、本願発明による避難用ボートの実施形態について説明する
。図１は、避難用ボート１を、空気を抜いた状態で示す概観図である。図１において、避
難ボート１の前端部（船首側）及び後端部（船尾側）は、内側に折り曲げた状態で示して
いる。図２は、避難用ボート１全体に空気を注入した状態で示す概観図である。図２中、
避難用ボート１に人間を乗せた状態を示すために、人間の姿を点線で示している。
【００１８】
　図１及び図２に示すように、避難用ボート１は、空気を注入したときに舷側を形成する
アウターチューブ２と、避難用ボート１の底部を形成する底布４及び底布４の上部に固定
されたフロアマット３とで、一体的に構成されている。避難用ボート１の船底の形状は、
走行性や波切り性などが求められておらず、静止安定性に優れていることから、平底であ
る。
【００１９】
　避難用ボート１は、いわゆるゴムボートと呼ばれているボートの一種であるが、材質は
、ゴム引布（布にゴムを貼りあわせたシートであり、布とゴムの特性を併せ持つ材料）が
好ましい。また、このゴム引布においても、底布４は耐久性を考慮して例えばＣＳＭ（ク
ロロスルホン化ポリエチレンゴム）を用いたゴム引布、アウターチューブ２は軽量化を考
慮して例えばＥＰ（エチレンプロピレン）ゴムを用いたゴム引布を用いることができる。
また、アウターチューブ２には、避難用ボート１が海上に流出・浮遊している場合に目立
つような色彩（例えば赤）の材質を用いるのがよい。
【００２０】
　フロアマット３は、人間一人を横たえて乗せることができる略長方形のマットである。
一人の人間を収容可能な領域であって、さらに人間を乗せて人手により移動させる場合の
効率性を考慮すると、フロアマット３の長辺の長さは、１７００ｍｍ～２０００ｍｍ程度
、フロアマット３の横辺の長さは、５００ｍｍ～８００ｍｍ程度、であることが好ましい
。フロアマット３は、空気を注入可能な略長方形の袋体であって、空気を注入した場合に
３０ｍｍ～４０ｍｍ程度の厚みを有する平板となるマットでもよいし、ウレタン、スポン
ジ、ポリエチレンフォーム等の柔らかく弾力性があり、水に浮く素材で作製されたマット
でもよい。いずれにせよ、フロアマット３のみでも人間一人を乗せた状態で沈まない程度
の浮力を有するようにする。なお、空気注入型のフロアマット３の場合は、専用の空気注
入口（図示せず）が設けられている
　アウターチューブ２は、底布４の外縁部に一体的に形成された断面が円形状のチューブ
であり、空気を注入した状態でのチューブ径は、２００ｍｍ～２５０ｍｍであることが好



(5) JP 2017-136873 A 2017.8.10

10

20

30

40

50

ましい。このチューブ径は、空気を注入した状態で人間をフロアマット３に乗せ、水に浮
遊させた場合に、人間が容易にフロアマット３から水中に転げ落ちないように考慮されて
いるものである。
【００２１】
　アウターチューブ２の船首及び船尾に該当する部分の外周面には、それぞれ左右に取っ
手５が設けられている。この取っ手５は、要支援者を避難用ボート１に乗せて移動させる
ときに、支援者がそれぞれ取っ手５を把持して避難用ボート１を担架として使用するため
のものである。特に、アウターチューブ２に空気を注入していない段階で避難用ボート１
を移動させる場合には、取っ手５が無ければ要支援者を迅速に移動させることが困難であ
る。また、船首に設けられた取っ手５は、後述する台車を後部に取り付けて移動する場合
に、避難用ボート１をけん引するためのロープ又はベルトを掛けるために用いる。
【００２２】
　アウターチューブ２のそれぞれの長手方向の外周面には、長手方向に沿って、ロープ８
を取付け支持するためのリング６ａを固定したゴム基板６ｂが、複数設けられている。こ
れらのリング６ａに長手方向に沿ってロープ８を架け渡すことにより、避難用ボート１が
浮遊している場合に、周囲の水中にいる人間がこのロープ８に捉まることが出来、避難用
ボート１に乗せた要支援者のみならず、周囲の人間の救援にも役立つことが可能となる。
また、船尾側のリング６ａは、台車を避難用ボート１の底部に固定するためのベルトを係
止するために用いる。
【００２３】
　また、アウターチューブ２のそれぞれの長手方向の外周面には、要支援者をフロアマッ
ト３に乗せた状態で避難用ボート１が揺れた場合に要支援者が容易に転げ落ちないように
、要支援者の身体を左右から締付けてフロアマット３に固定するためのシートベルト７が
左右の対向した位置に取り付けられている。
【００２４】
　なお、アウターチューブ２の外周面には、アウターチューブ２専用の空気注入口１１が
設けられている。
【００２５】
　避難用ボート１全体に空気を注入した後は、避難用ボート１の低面に台車を固定するこ
とができる。図２に示すように、台車（図示せず）に取り付けたバンド９を船尾側のリン
グ６ａに挿通させて固定し、船首側の取っ手５にロープ又はバンド（図示せず）を係止し
、ロープ又はバンドをけん引することにより、支援者一人でも要支援者を乗せて避難用ボ
ート１を移動させることが可能となる。
【００２６】
　上記した避難用ボート１に取り付ける台車は、バンド９で固定できるものであればどの
ようなタイプものでも良い。例えば、４～５輪のキャスターを備えた平台車である。
【００２７】
　次に、避難用ボート１の使用方法について、津波が発生した場合を想定して説明する。
この避難用ボート１を水害発生時に効果的に利用するためには、事前にある程度の避難計
画の策定や避難訓練を実施していることが重要である。例えば、津波が発生した場合に、
津波警報から津波の到達時刻と津波の高さを一刻も早く把握する手段を確保しておく、事
前に避難場所までの所要時間（車椅子に乗せた要支援者を支援者が移動させる場合、要支
援者を避難用ボート１に乗せて移動させる場合、支援者単独で移動させる場合等）を把握
しておく、津波が発生した場合にその到達時刻と津波の高さから、どのように行動すべき
かを時系列的に決めておく、等の準備は、避難用ボート１の津波発生時における有効な活
用に必要である。
【００２８】
　避難用ボート１は、ゴム引布で作製され、空気を注入しない状態では折りたたむことが
出来るので、コンパクトに収納可能で、一人で持ち運びも可能である。従って、通常は、
避難用ボート１は収縮した状態で保管されている。なお、避難用ボート１へ空気を注入す
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とを常備しておくことが必要である。
【００２９】
　津波警報が発令されると、津波の到達時刻と津波の高さから判断して避難が必要とされ
る場合、支援者は車椅子では避難できない寝たきりの要支援者を避難用ボート１に乗せる
ために、まず、避難用ボート１のフロアマット３のみに空気を注入する。これは、要支援
者を適当な位置に乗せるために効率的であるのと、要支援者をフロアマット３に載せる際
の衝撃を小さくするためである。空気注入型でないウレタン等で作製されたフロアマット
３の場合は、この動作は省略できる。
【００３０】
　要支援者を取りあえず戸外に運び出す場合や、二階以上に移動させる場合等には、フロ
アマット３のみに空気を注入した状態で、支援者がアウターチューブ２に取り付けられて
いる取っ手５を把持して、避難用ボート１を担架のように使用して、要支援者を移動させ
ることができる。
【００３１】
　次に、電動ブロア等を用いて、アウターチューブ２に空気を注入する。この段階で、避
難場所に移動できる余裕があれば、船尾側に設けたリング６ａを利用して、台車を避難用
ボート１に固定し、船首側に設けた取っ手５にロープ又はバンドを架け渡して、ロープ又
はバンドで避難用ボート１をけん引することにより避難場所まで要支援者を支援者が一人
で移動させることができる。
【００３２】
　一方、津波が迫ってきて、避難用ボート１に乗せた要支援者全員を支援者が避難場所ま
で移動させる時間的な余裕がなく、支援者が避難可能な時間の限界が近づいた場合は、そ
のままであると支援者も一緒に遭難しかねないので、要支援者を避難用ボート１に乗せた
状態で残し、支援者は避難せざるを得ない。しかしながら、津波に襲われても、避難用ボ
ート１は完全に浮遊し、要支援者は水面下や水上のがれきから身体・頭部を保護すること
が出来、濡れないので冬季の災害でも低体温症の被害を防ぎやすい。このように避難用ボ
ート１は津波に襲われても要支援者の当面の安全を確保し、救援を待つ状態にすることが
出来る。
【符号の説明】
【００３３】
　１　避難用ボート
　２　アウターチューブ
　３　フロアマット
　４　底布
　５　取っ手
　６ａ　リング
　６ｂ　ゴム基板
　７　シートベルト
　８　ロープ
　９　バンド
　１１　空気注入口
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